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占有者の法律生活上の利益に弊害が生ずる
ことの防止がされていない事情のもと、業と
して、占有権限について紛争がある不動産を、
所有者の利益を図る目的で買い受け、占有者
に明渡しや賃料相当の損害金を請求すること
は、弁護士法73条に違反し権利の濫用として
認められないとされた事例（熊本地裁 平成
31年4月9日判決 判例時報2458-103）

1 　事案の概要

A（売主）は、その子であるY（被告・占
有者）の居住目的で、区分所有建物（本件建
物）を購入し、平成18年3月、Yは本件建物
に入居した。本件建物の固定資産税はAが負
担し、管理費及び維持修繕費はYが負担して
いた。

平成27年10月、Aは通院していた病院にて、
アルツハイマー病と診断された。平成28年3
月、合名会社B社において、代表社員をAが
辞任しYが就任した旨の登記がされたが、そ
の後、Aは、意志に反して代表社員を辞任さ
せられたとして、弁護士Cに訴訟提起につい
て相談するなどした。

Aより本件建物の売却の相談を受けた媒介
業者Dは、不動産を購入した後に占有者を立
ち退かせ、転売する取引を50回以上行ってい
た不動産業者X（原告・買主）に、購入の打
診と、AとYとの仲が悪くなっており、Aは
売却を希望しているが、Yが明渡しに応じな
いこと等の説明をした。

Xは、本件建物のリフォーム・転売を想定

し、立退料や、立退きに数年を要する場合に
はYから相当賃料の支払いを受けること等を
考慮して、1200万円で買受けを申し出た。

平成28年7月、Cの助言により、Aが病院
にて長谷川式簡易知識評価スケールを受検し
たところ、得点は17点であった。

平成29年4月、XはAより本件建物を買い
受け、Yに、「同年5月末までの退去を求め
る旨、退去の連絡が2週間以内にない場合に
は行政執行手続きをとる旨」の書面を送付し
た。しかし、Yがこれを拒絶したことから、
XはYに対し、本件建物の明渡しと本件建物
の明渡しまで月13万円の賃料相当の損害金の
支払いを求める本件訴訟を提起した。

Yは、XとAの本件売買契約は、Aの意思
無能力又は弁護士法73条違反により無効など
と主張してこれを争った。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示し、Xの請求を
全部棄却した。

他人から占有者のある不動産の所有権を譲
り受けて、占有者との任意交渉によって不動
産の明渡しを実現することを業とする行為は
形式的には、他人の権利を譲り受けて訴訟等
の手段によってその権利の実行をすることを
業とする行為（弁護士法73条）であるところ、
Xの本件買受けもその一環として行われたも
のと認められる。

もっとも、弁護士法73条の趣旨は、主とし
て弁護士でない者が、権利の譲渡を受けるこ

業として占有権限に争いのある建物を買受け占有者に立退
き請求をすることが弁護士法73条に違反するとされた事例
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とによってみだりに訴訟を誘発したり、紛議
を助長したりするほか、同法72条本文の禁止
を潜脱する行為をして、国民の法律生活上の
利益に対する弊害が生ずることを防止すると
ころにあると解され、形式的には、他人の権
利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権
利の実行をすることを業とする行為であって
も、上記の弊由が生ずるおそれがなく、社会
的経済的に正当な業務の範囲内にあると認め
られる場合には、同法73条に違反するもので
はないと解するのが相当である（最三判 平
14・1・22 民集56-1-123）。

競売手続においては、買受人が法的手段又
は社会通念上相当である任意交渉によって、
申立債権者に劣後する占有者の明渡しを実現
することも広く行われているが、申し立て債
権者等に劣後する占有者の利益を保護すべき
要請は乏しく、また競売手続きにおいて占有
権限等について相応の調査が行われているこ
となどから、不動産業者が買受人となり、転
売利益目的で占有者に明渡し交渉を行ったと
しても、社会的経済的に正当な業務の範囲内
にあり、弁護士法73条に違反するものではな
いと解されることが多いと考えられる。

しかし、Xの本件買受けは、競売手続によ
るものでも、Aの債権者の権利行使に伴って
行われたものでもなく、AとYとの間でYの
本件建物の占有の権限の有無について紛争を
生じたことに端を発して、Aの利益を図る目
的で行われたものである。

不動産の占有に関する紛争において、占有
者が所有者に対する占有権限を有している
が、当該権限が第三者に対抗できないもので
あったときは、占有者は、不動産が第三者に
譲り渡されることによってその利益を害され
るおそれがある反面、譲渡した所有者に対し
て損害賠償請求権を取得する場合もあると考
えられ、このような不動産の第三者に対する

譲渡はみだりに紛議を助長するものといえる。
そうすると、占有権限に紛争がある不動産

を、所有者の利益を図る目的で譲り受け、占
有者の明渡しの実現を業とすることは、占有
者の法律生活上の利益に弊害が生ずることが
防止されている事情がなければ、社会的経済
的に正当な業務の範囲内にあるといえず、弁
護士法73条に違反すると解するべきである。

以上により、Xの本件買受けは、弁護士法
73条に違反する行為の一環として行われたも
のと認められ、仮に本件売買契約がAとXと
の間で無効でないとしても、XがYに対し、
本件建物の明渡しや賃料相当の損害金を請求
することは、権利の濫用として認められない
ものと解するのが相当である。

3 　まとめ

不動産業者が、転売目的で不動産を買い取
り占有者に立退きを求めることと、弁護士法
73条の抵触について判断がされた事例は珍し
く、これに関する本件裁判所の判断は実務上
参考になると思われる。

不動産業者が競売で不動産を取得し、占有
者の立退きを行って転売することも広く行わ
れているが、これについて本件裁判所は、「形
式的には弁護士法73条に抵触するが、社会的
経済的に正当な業務の範囲内であると認めら
れているもの。」と説明している。不動産業
者においては、不動産を購入して立退きを実
現することは、社会的経済的に正当な業務の
範囲内でなければ、認められないことに注意
する必要がある。

本件とは反対に、正当な業務の範囲と認め
られた事例として、「債務整理受任弁護士の
紹介にて購入した不動産業者の建物占有者に
対する立退請求事案 東京地判 R1・8・6　ウ
エストロージャパン」が見られる。

（調査研究部上席主任研究員）
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